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教師教育研究 第12巻

国準拠制廃止後の東京都の教員給与改革の動き

～小中学校教育職員給料表 と高等学校等教育職員給料表の一本化までを中心に～

三田村 彰

小和田 和義

1.は じめ に

本稿は、公立の教職員の給与制度の在 り方を大きく

改革 した国準拠制廃止(2004年4.月)の 前後から、東

京都 が小 中学校教育職員給料表 と高等学校等教育職

員給料表の一本化(2009年4,月)(以 下、「給料表の一

本化」 とい う)を 実施す るまでの東京都教員給与改革

について検討す るものである。

その意図は、東京都 におけるこの時期の給与制度改

革は、各 自治体の教員給与制度改革の中でも大 きな改

革であ り、その基本理念や手法は今後の他 自治体の給

与制度改革 に大 きな影響 を及 ぼす と考 えたか らで あ

る。

2004年 度以前、公立学校教員の給与は、改正前の教

育公務員特例法第25条 の5に よ り国立学校 の教育公

務員 の給与に準拠 して定めるもの とされてきた。 しか

し、2004年 度から国立大学が独立行政法人 に移行す る

ことに伴い、この規定は削除された。一方で、新たに

同法第13条 において 「公立の小学校等の校長及び教

員の給与は、これ らの者の職務 と責任の特殊性 に基づ

き条例で定めるもの とす る。」とされ、各都道府県が主

体的に決定できるように改正 された。

同 じ頃、東京都 においては、教員 の給与制度検討委

員会(以 下 「検討委員会」 とい う。)(第 一次)が 「こ

れか らの教員給与制度について(第 一次報告)」(2003

年10月)を 提示 した。この報告 は、東京都教育委員会

として、従来の年功的 ・一律的傾 向を持つ教員の給与

制度 か らの脱却 を目指す端緒 となるべ きものであった。

東京都教育委員会 は、まずこの報告をもとに教職調整

額 を始め、教員特有の手 当の見直 しに積極的に取 り組

み始めた。また、2003年4月 には、 「主幹」職が新 し

く導入 され、 「特2級 」 とい う新 しい級 が創設 された。

一方
、国の公務員制度改革では、2001年12.月 に閣

議決定 された 「公務員制度改革大綱」や、2004年12.月

閣議決定の 「今後の行政改革の方針」に基づ き、職務

遂行能力 に応 じて等級 に格付ける 「能力等級制度」を

導入 し、また、能力 ・実績 を反映 した給与処遇 を実現

す るな ど、新たな人事制度の構築を 目指 して検討が進

め られていた。

こ うした中で、2005年5.月 に人事院か ら 「給与構造

の基本的見直 しについて(措 置案)」 が提示 され、民間

賃金の低い地域 の水準 に合わせた俸給水準の5%程 度

の引き下げ、調整手当に替わる地域手当の新設、昇給

制度の改正を前提に従来の一号俸 を4分 割す るな ど、

俸給構造の大幅な見直 しの方向性 が打ち出 された。

そ して、同年8.月 の人事院勧告では、「措置案」と同

様 の方向性 で、年功的な給与上昇の抑制 と職務 ・職責

に応 じた俸給構造への転換及び勤務実績の給与への反

映な どを柱 として、現行(2005年 当時)の 給与制度 が

確立 して以来、50年 ぶ りとなる、俸給制度、諸手 当制

度全般 にわたる抜本的な改革の実施が勧告 された。

東京都人事委員会は、人事院における 「措置案」を

踏 まえ、2005年7月 に 「給与構造の見直 しと新給与制

度 の検討方向について」を提示 した。そ こでは、職責 ・

能力 ・業績 をより一層反映 した給与制度への転換 を図

るために、国制度の見直 しとの制度的均衡 を踏まえっ

つ見直 しを行 うとい う方針の もと、現行の号給の4分

割や、昇給カーブのフラッ ト化な どの検討 の方針 を明

らかにしている。

また、東京都総務局では、東京都人事委員会の検討

内容 を踏まえっつ、任命権者 としての立場か ら、今後

の人事制度の見直 しの基本的方 向性 を2005年7.月 に

提示 した。 その中で、給与表 の構造の見直 しについて

は、年功的な給与上昇 を抑制 し、職責 ・能力 ・業績 に
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応 じた給与 を実現す るた めの基盤整備 と して給料表

の4分 割や昇給カーブのフラッ ト化等の見直 しが提示

された。

こ うした中、検討委員会(第 二次)か ら 「これか ら

の教員給与制度 について(第 二次報告)」(2005年8月)

が提示 され、教員給与の制度的課題 と今後の方 向性 な

どが述べ られた。その中で、小中学校教育職員給料表

と高等学校等教育職員給料表の格差については これ

を是正 し、一本化 に向けて検討 していくと述べ られて

いる。

次章では、給料表の一本化 を実施す るに当た り重要

な位 置を 占める、 「これか らの教員給与制度 について

(第二次報告)」 を詳細に検証 してい く。

H.こ れからの教員給与制度について(第 二次報告)

2005年8月

1.検 討委員会(第 二次)設 置の経緯

2003年10.月 に提示 された検討委員会報告(第 一次)

では、教員の給与制度全般 の課題等が整理 され、教員

特有 の手 当を中心 に早期 に見直すべ き課題 が取 りま

とめられている。それを受けて手 当等の課題 について

は、翌2004年 度に教職調整額 、産業教育手当、定時制

通信教育手当、夜間学級通信教育勤務手当、夜間定時

制教育勤務手当な どが改定 されてい る。

さらに、検討委員会(第 一次)は 、「都教育委員会 に

おいても、国及び知事部局の動向を注視 しつつ、教員

の給与制度 について改革の方向性 を示す必要 があ る

ことか ら、教員の給与制度検討委員会(第 二次)を 別

途設置する予定であること。今後、教員 の給与制度 に

関 しては、①年功型の給与体系、②勤務実績等に基づ

かない一律的処遇、③優遇的取 り扱 いの必要性、④努

力 し成果 をあげた教員の処遇 な どを見直 しの視 点 と

し、職責 ・能力 ・業績 を一層反映 した制度 にしていく

必要があること。 これ らの課題 については、国の公務

員制度改革の動 向を見据 えつつ検討 してい くことと

す る。」 と報告 している。

以上の課題整理 を受 け、教員の給与制度 の根幹であ

る給料表の適正な水準のあ り方 をは じめ、制度全般 を

総合的に検討す るため、検討委員会(第 二次)が 設置

された。

2.教 員給与の制度的課題と今後の方向性

1)見 直しの視点と基本的考え方

a.東 京都の行政職との均衡の視点から見直すこと

東京都の行政職の職務 と給与 とを基準 として、教員

の職務 と責任の特殊性 を踏まえて均衡 を図っていくこ

とを基本的な考え方 とす る(表1)。

【表1】 給与の決定について

従来 改正後(案)

行 ・人事 院(人 事 委員 ・同 左

政 会)に よる官(公)

職 民比較に基づ き決

定 。

・国 立学 校 の教 員 の ・教育公務員特例法の

給与 に準拠。 改正に よ り、教員給与
教

・人材 確 保 法 に よ り の国準拠制度は廃止。
六
目

優遇措置 が講 じら 都 の条例 で定め る。
職

れ る 。
・人材確保法の優遇措

置の趣 旨を踏 ま える。

b.職 責 ・能力・業績を反映する給与制度とすること

東京都教育委員会は、学校 における組織的な課題 を

解決するために、主幹制度の創設(2003年 度)を は じ

め様々な対策 を講 じてきた。その結果、学校組織は校

長 の示す学校経営方針 に基づき、学校教育 目標 の達成

に向けて取 り組む よ うにな り、期待 され る教育効果 を

生み出 してきていると分析 している。

一方
、個々の教員 については、ます ます多様化す る
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教育課題への適切 な対応の為、資質の向上 を強 く求 め

られ ているとし、教員一人ひ とりがその意欲や能力 を

最大限に発揮す ることで学校組織は活性化 してい くと

捉 え、その意欲 を喚起す るためにも、個々の教員の能

力 ・業績 を適切に評価 し処遇 に反映す る必要がある と

してい る。

そのためにはこれまでの年功的 ・一律 的な給与制度

を見直 し、職責 ・能力 ・業績 を反映 したイ ンセ ンテ ィ

ブに富んだ給与制度 を実現す ることが、重要かつ不可

欠な視点であるとしている。

c都 民の目線に立った見直しを進めること

都民の 目線 で公務員 の給与 を見た とき、年功的 ・一

律的に給料が上がる制度や、本来の業務 との関係 が分

か りにくい一部の特殊勤務手 当な ど、一層の説明が求

められ る側面があるとし、給与制度を見直す に当たっ

ては、説明責任 を果たすためにも、都 民の 目線に立ち、

厳 しい社会経済情勢の 中で都 民の納得 が得 られ る見

直 しを進 め、都民の信託に応 えなければならない とし

た。

2)教 員給与の今後の方向性

a教 員の給与水準(給料表及び義務教育等教員特別手当)の

課題と今後の方向性

国準拠制度 が廃止 された今、東京都の教員 の給与水

準については、次表のよ うな職務内容の違いも踏まえ、

東京都の行政職の給与水準を前提に検討す る必要があ

るとした。

また、優れた人材 を確保す るとい う人材確保法の趣

旨を踏まえつつ も、社会情勢の変化(年 功的な賃金体

系か ら職責 ・能力 ・業績 を一層重視す る賃金体系ヘ シ

フ ト)を 考慮す る必要がある としている。

さらに、教育職 の給与水準の見直 しを進める際には、

引き続 き優れた人材 を確保す るこ とや、行政職 との比

較において責任等の格差が、各年齢層や比較す る行政

職 の職層で程度 の差があること、民間では、職責 ・能

力 ・業績 を一層重視 した賃金体系にシフ トしているこ

となどを鑑み、各年齢層や職層で優遇すべき程度の違

いがあることを反映 させた形 で、水準の見直 しを検討

す る必要があるとしている。

【表2】 職務 の内容

b小 中学校教育職員給料表と高等学校等教育職員給料

表の格差

小 中学校 と高等 学校で異 な る給料表 が創設 された

1954年(昭 和29年)当 時は、採用 され る教員 の学歴

等 に差があったことや、小 中学校 に比べ高等学校教員

の年齢構成や学歴等が高かった状況があったため、経

験年数 の多い年齢層 に格差が設 けられたが、現在の高

等学校 と小・中学校の教員 の職務内容や専門性か らは、

給料表 を異にす るほ どの違いを見出すことは難 しい と

し、検討課題 とした。

一本化へ の論点

・採用時の資格要件及び資格の実態 において、大き

な差が認め られない。

・中高共通枠での採用選考が実施 されてい る。

・中高一貫教育校の校内人事交流の円滑化や、中学

校 と高等学校間での人事交流の拡大に対応す る。

・職務 内容等の実態の面か らも給料表 を異にす る程

の違いは認 められない。
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cそ の他の制度的課題と今後の方 向性

給料表は、5級 構成(1級 、2級 、特2級 、3級 、4

級)に なっているが、教員 の85%程 度(表4)が 在籍

す る2級 をは じめ、同一級 の教員であっても職務の困

難度や責任の度合 いな どに相違が生 じている実態があ

り、職務給 を基本 とする制度 を維持す るためにも職級

構成等の在 り方 を検討すべきだ としている。

給料の調整額は、本来、職務 の複雑 ・困難 もしくは

責任 の度合い又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境そ

の他 の勤務条件が、同 じ職務の級 に属する他 の職 に比

して著 しく特殊な職に対 し、給料表の給料額が適当で

ない と認 められ るときに支給 され るものだが、条例等

の規定では職務内容に よる規定ではな く、学校等の区

分に より規定 してお り、学校等によって職務の困難度

などが同一であることを前提 とした ものになっている

ことを指摘 し、よ り実態 に即 した見直 しを検討する必

要があるとしている。

特殊勤務手当については、平成15年 第2回 東京都

議会定例会 において、国準拠で定 めるもの及びそれ に

準ず るもの以外の特殊勤務手 当についての見直 しを反

映 した特勤条例の改正を行 い、平成16年1.月1日 か

ら施行 している。また、第一次検討委員会の報告で 「早

期に見直すべき手当等」 として報告 した もの(教 職調

整額 、産業教育手当、定時制通信教育手当)に ついて

も、すでに改正が行われている。教員特殊業務手当及

び教育業務連絡指導手当等については、国準拠制が廃

止 された ことも踏 まえて、あ らためて都民の 目線に立

って、社会情勢 に照 らし合 わせて、その必要性の検討

や適切な水準への見直 しをはかる必要があると指摘 し

ている。

教員の身分を有 しなが ら教育委員会事務局等 に勤務

す る主幹級指導主事は、児童 ・生徒の教育 に直接従事

す る学校勤務 の教員 と比較 し、行政職 と同質の職務命

令に基づいた定量的な職務実態を有 していることか ら、

適切 な措置 を検討す る必要がある とした。

勤勉手当に反映 させる成績率については、1994年 度

に教育管理職 に導入 されてお り、主幹級指導主事及び

主幹級 の教員並びに区市町村立小中学校の係長級職員

にも新 たに導入す る必要がある とした。 さらに、制度

の定着を図 りつつ成績率の査定幅や退職職員について

も拡大について検討す る必要があるとした。

期末 ・勤勉手当に係 る職務段階別加算は、教員につ

いては経験年数 のみにより一律に措置 されてお り、ま

た、2003年 度か ら新たに導入 された主幹 においても、

その加算 区分については、2級 の教員 と同一の年数 に

よって設定 されている(表3)。 職層の区分 に応 じた職

責に対 して措置をす る とい う本来の趣 旨にのっと り、

現在の制度 を見直 し、職責 をよ り適切 に反映 した制度

を検討す る必要があると指摘 している。

【表3】 期末 ・勤勉手 当に係 る職務段階別 の加算割合

行政職 教育職 教育職

(主幹)特2級 (一般)2級

5% 主任 ・ 経験年数12年 経験年数12年 以

係長 以上又 は11年 上又は11年 を超

を超 え12年 未 え12年 未満 かっ

満 かっ9号 給以 19(17)号 給 以 上

上 (※)

10% 課長補 副校長(教 頭)又 は経験年数30年 以

佐 上 の2級 ・特2級

15% 課長 校長

20% 部長 校長 の うち年齢58歳 以上、校長経

験年数7(5)年 以上(※)、 校長経験

学校数2校 以上のもの

※小 中教員、()は 高校教員

管理職 の職務に対応する処遇 の適正化 については、

管理職手 当や期末勤勉手当に係 る職務段階別加算、昇

任時の特別昇給 など一定の処遇 を行っているが、職層

や経験年数別に一律 に支給 されてお り、学校種別や学

校 ごとの課題な ど、管理職が担 う責任や困難度 におい

て、質的 ・量的に大きな違いが生 じてい る実態を十分

反映 しているとは言えない と指摘 している。管理職手

当については、学校 ごとの課題への対応や、学校規模

等 に対応す る職 責の実態 に即 したよ りきめ細かな も
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のとす るよ う検討 を行 う必要があるとした。 また、期

末 ・勤勉手 当の管理職加算 については、今後、教員の

給与制度 を行政職 との比較 において見直 してい く方

向の中で、給与全体の水準等 も踏まえて検討す ること

が必要であるとした。

2006年 か ら構築予定の、授業力 リーダー、スペシャ

リス トの処遇 については、職の果たす役割、位置付 け

を整理 した上で、給与面での処遇の可能性について検

討す る必要があるとした。 また、学校組織にお ける専

門的な指導 ・助言 を行 うスタッフ として位置付 けるな

ど、複線系の任用体系の構築の可能性 も含め、その役

割 ・職務 内容 に応 じた処遇 について検討 してい く必要

があるとした。

○授業カ リーダー

優れた授業力 を持 ち、授業改善の中心的な役割

を担い、他 の教員の中心 となる者

○授業カスペ シャ リス ト

授業カ リーダーの中か ら、経験 を積み更に指導

力 に優れた者

3.ま とめ(給 与制度検討委員会(第 二次))

教員の給与制度検討委員会は、教員給与の国準拠制

度の見直 しを契機 として、2003年 度か ら2005年 度 ま

で二次にわた り検討 を行 ってきた。

今 回の報告は、教員の給与制度全般 にっいて、現在

の状況か ら見た課題解決の方 向性 を提示 している。具

体的には、東京都 の立場か ら、給料表か ら諸手 当に至

るまで、従来の年功的 ・一律的な給与制度 を見直 し、

職責 ・能力 ・業績 をよ り反映 した給与制度 にしてい く

ことが一貫 した方針であるとしている。

皿.こ れからの教員の任用制度について ～ 新たな職の

視点から ～2006年7月

この章では、給与制度 と深 く関連する任用制度の改

革 とい う視点で考 えてみたい と思 う。今回の改革で大

きな意味 を持つ報告 として 「これからの教員の任用制

度 について～新たな職の視点か ら～(2006年7月:教

員 の職 のあ り方検討委員会)」 が挙げ られ る。

教員 の給与制度検討委員会(第 一次)報 告(2003年

10月)、 教員の給与制度検討委員会(第 二次)報 告(2005

年8月)で 今後 あるべ き教員 の給与制度についての改

革 の方向性 が示 された後、人事制度全般 を一体的に検

討す るために、教員任用制度 あ り方検討委員会報告 「こ

れか らの教員選考 ・任用制度 について」(2006年3.月)

が公表 された。

その中で、新 しい職の視点か らの任用制度の検討 の

方 向性 として①2級 職等の職 の検討、②授業カ リーダ

ー ・授業カ スペ シャリス トの職等の検討
、③管理職層

の検討 、を中心に職 のあり方を検証するとともに、新

たな任用制度 を検討す る組織 を改めて設置 し、一定の

結論を得て必要 とされ る改正を行 う必要があると述べ

られた。

また、中央教育審議会答 申においても、スーパーテ

ィーチャーのような高い指導力のある優れた教師を位

置付ける新たな職種の設置について言及 された。

これ らを踏まえ、今後の東京都公立学校 の教育職員

等 の 「職のあ り方 と職 に応 じた処遇のあ り方」を検討

す るため、2006年4月 、校長や区市町村教育委員会教

育長等をメンバーに含む 「教員の職のあ り方検討委員

会」が設置 された。

2.教 員の職をめぐる現状と課題

同検討委員会 では、教員任用制度 あり方検討委員会

報告 「これか らの教員選考 ・任用制度について」(2006

年3月)の 方向性に従い、教員の職のあ り方 を検討 し

てい くにあたっては、次の1)～4)の よ うな前提 と

すべき現状 と課題があ り、整理 してい く必要があると

した。

1.教 員の職のあり方検討委員会設置の経緯 1)教 員の大多数が教育職員給料表の2級 の適用を受
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ける教諭又は養護教諭の職にあるという職層別構成

【表4】 職層別の構成割合(2005年 度)

職層
構成割合

内訳 計

管理職 校長 4.0%
8.6%

副校長 4.6%

監督職 主幹 6.7% 6.7%

一般職 教諭等 84.7% 84.7%

合 計 100.0%

2級 の適用を受ける教諭等の職 に、教員 の85%程 度

とい う大多数 が在職する状況 になってお り、職務の困

難度 ・責任の度合いに応 じた給与水準 になっていない。

2)年 功 的 ・一律 的な処 遇

教員の給与水準は、人材確保法に基づ く優遇措置や、

教育公務員特例法に規定 されていた国準拠制度の影響

などで一般の公務員に比べ高い水準に位置付 け られて

きた。特に、2級 の教諭等 については、給与構造や こ

れまでの普通昇給制度 の一律的運用も相 まって、生涯

にわた り、より年功的 ・一律的に高い水準の給与 とな

ってい る。

期末手当や勤勉手当に、職務 の段階に応 じて一定の

支給割合 を加算 して支給する制度である職務段階別加

算においても、管理職及び主幹では、職層の区分に応

じた措置になってい るものの、2級 の教諭等に対 して

は、経験年数 のみを根拠 に一律 に措置 されている。

また、盲 ・ろ う ・養護学校 に勤務す る教員及び小 ・

中学校の心身障害学級 を担当する教員 に対 しては、給

料の調整額が一律的に措置 されている。

これ らが、教員 の給与 をよ り年功的 ・一律的な色彩

の強いものにしていると述べている。

3)同 一の職層にある教員の職務の困難度 ・責任の度合

いの違い

【表5】 教員の級別標準職務表(学 校職員の初任給、

昇格及び昇給等に関する規則)

級 1級 2級 特2級 3級 4級

職

務

実習助手、

寄宿舎指導員

教諭

等

主幹 副校

長

校長

同 じ職務の級に分類 され てい る者 は、職務の複雑、

困難及 び責任 の度合い が同程度で あるこ とを意味 し

てい るが、実際には以下のような違いが生 じてい ると

指摘 している。

・85%程 度が在籍す る教諭等 の職 にある者 の中で、実

際に遂行 してい る職務 の困難度や果 たしている責任

の度合いに大 きな違いが生 じていること。

・校長及び副校長について も、学校種別、指導困難校

や進学指導重点校 などの学校 ごとの課題 など、管理

職が担 う責任や困難度 において、質的 ・量的に大き

な違いが生 じてきていること。

さらに、実習助手等については、既 に職 の分化が図

られ、「専修実習助手」及び 「主任 寄宿舎指導員」が設

置 されているが、その職務の困難度や責任 の度合いに

応 じた給与水準になるよう改めて見直す必要があると

している。

4)教 員の職責 ・能力・業績の重視の必要性

教員 を取 り巻 く環境の変化

・児童 ・生徒の基礎的な学力の向上や健康 ・体力

づ くりをは じめ とした学校教育へ の都民の期待

の多様化 ・高度化

・小 中一貫教育校や中高一貫教育校な ど、学校制

度の多様化 ・特色化

・学校 の小規模化に伴い、1校 当た りの教員数が

減少す ることによる、教員一人ひ とりが担 う業務

の高度化 ・多様化

上記 のよ うな環境 の変化の中で、都民の学校教育へ

の期待 に的確に応 えてい くためには、学校教育を直接

担 う教員一人ひ とりの意欲 を さらに引き出す ととも

に、その資質 ・能力 の一層の向上を図ってい く必要が
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あるとしている。

そのためには、教員の職責 ・能力 ・業績 を、 より適

切 に評価 し、処遇 に的確 に反映 していく制度を構築す

ることが必要であるとした。

3.職 のあり方の検討内容

これまで述べてきた教員 の職 をめぐる現状 と課題 を

踏まえた上で、次の点で検討 をしていくとした。

・2級 の教員等の職の分化 について

・管理職層 の職 の分化 について

・専修実習助手等の職の処遇 の在 り方について

・授業力 リーダー及び授業カスペシャリス トについ

て、複線型の任用制度 における新たな職(層)と

しての位置付 けについて

1)2級 職の分化

a.学 校等への訪問調査

検討委員会 は、教員の85%程 度 を占める2級 の教諭

等 を、職責及び能力に応 じ、「主任層」と 「一般層」に

分化す るに当た り、分化の指標等 を得 るために、学校

への訪問調査、区市町村教育委員会の指導室長(課 長)

等 との意見交換会 を実施 した。その結果 、次のよ うな

調査 内容 を得 たとしている。

○分化の必要性

・同 じ2級 の教諭等であっても、担っている分掌上の

役割や職務 の困難度や能力 には、大きな違いがある。

・学校内で、教諭等が実際に果た している役割や責任

の度合いに応 じて、処遇 に差を設けるべ きである。

○分化の基準 とすべき職務 の困難度や資質 ・能力等

・学級担任や教科担任 として、児童 ・生徒への実践的 ・

効果的な指導が行 える職務遂行能力 を有す ること。

・校務分掌上の主任を担 うなど、学校運営にお ける中

心的な役割 を果 たす資質 ・能力があること。

・主幹 をサポー トす るなど、学校運営 に積極 的に参加

す る意欲 ・能力があること。

・若手教員への助言や支援な どができること。

・教員 としての使命感、責任感、社会性及び協調性 が

あること。

○分化 の起点 とすべき経験年数な ど

・教員 として必要な職務遂行能力を身に付 けるために

は、複数校勤務をす ることと10年 程度の経験が必

要である。

・学校運営面で重要な役割 を果た していくことが出来

る資質 ・能力への到達点 としては、10年 経験者研修

の受講が一つの 目安になる。

b.分 化後のそれぞれの標準的な職務

【表6】 主任層 と一般層 の標準的な職務

般

層

主

任

層

・教員 として必要な資質 ・能力を備 えている。

・学級担任、教科担任等 として、児童 ・生徒理

解 に努め、適切 な指導 を行 うことが出来 る。

・分掌す る校務について、支障をきたす ことな

く遂行 出来る。

・自らの役割 と責任 を 自覚 してお り、支障をき

たす ことな く職務 を遂行出来 る。

・一定の経験を積み、一般層 としての資質 ・能

力 を十分に備 え、求め られ る職務遂行の レベ

ル を十分に満た している。

・幅広い視野に裏付け られた的確 な児童 ・生徒

理解 を基に、実践的 ・効果的な指導を行 うこ

とが出来 る。

・分掌す る校務について、的確 に遂行できると

ともに、主幹 をサポー トす るな ど、校務運営

全体 に貢献出来る。

・同僚や若手職員への助言や支援 などの指導的

役割 を担 うこ とが出来 る。

・主任層 としての役割 と責任 を自覚 してお り、

円滑 に職務を遂行することが出来、職務遂行

能力向上のた めのた ゆまぬ努力 を続 けてい

る。
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学校への訪 問調査等を踏 まえて、職責及び能力に応

じた分化 による 「主任層」 と 「一般層」に求められ る

標準的な職務 をそれぞれ表6の とお りとした。

c分 化にあたっての留意点

検討委員会 は2級 職 を分化す るにあたって次の留意

点 を示 した。

・10年 経験者研修受講時期 の職責 ・能力などが、先 に

述べた分化 の基準にお ける、「主任層」に求め られ る

職責及び能力に合致 してい ることを鑑み、10年 経験

者研修受講の時期 を 「一般層」 と 「主任層」に分化

す る起点 と捉 え、適切な選考の実施 によ り分化す る

制度設計が必要であるとした。

・行政改革推進法(2006年5 .月成立)に よる人材確保

法の廃止 を含めた教職員給与の見直 し、中央教育審

議会答申(2006年7.月)で 示 された教員免許更新制

の導入 などの国の動きを念頭 に入れた検討 を行って

い く必要があるとした。

・「主任層」は、管理 ・監督層ではないが学校運営に積

極的 に係わ り主幹 を支 える層 であ り、将来の主幹 ・

管理職 を供給する層である。 このため、主幹の予備

選考的な性格 を持たせ るな ど主幹 ・管理職への昇任

インセンティブが働 くよ うな仕組みも検討す る必要

があるとした。

・「主任層」の選考基準の客観性 ・公正性 ・納得性を確

保す る必要がある としている。また、約3万 人の有

資格者に対 して、適正 な能力を実証できる合理的な

選考 を実施す ることが求め られ るとしてい る。

・「授業力 リーダー」は、分化後の 「主任層」に求め ら

れる職責 を遂行す る資質 ・能力 を十分に備 えている

と言 え、本則 として定められてい る必要 な経験年数

等を待たずに、「主任層」の有資格者 として位置付 け

てい くことも検討する必要があるとした。

また、「授業力スペシャリス ト」の位置付 けについて

は、複線型の任用制度等 も視野に入れ、今後引き続 き

検討 してい く必要があるとした。

【参照】

・授業カ リーダー

東京教師道場(2006年 度 開設)で 、2年 間の研究 ・

研修の終了後、「授業力 リーダー候補者」としての一

定期間の活動状況等を把握 し、業績評価 を踏まえて

指名 され る。

・授業カスペ シャ リス ト

授業カ リーダーの うち、特に優れた資質 ・能力を

有す る者 として指名 され る。

・教職大学院への現職教員の派遣 については、東京都

教師道場で2年 間の研究 ・研修 を修了 した者等を対象

に検討 されてお り、その活用 に応 じた処遇 を検討する

必要があるとしている。

d新 たな教諭等の職の設置

教員 の85%程 度が在職する2級 職 について、職責及

び能力に基づ き、「主任層」と 「一般層」に分化 し、新

たな教諭等の職 として 「主任教諭」(仮称)を 設置す る

必要があるとした。

具体的には、現行 の2級 の教員等 を、教員 として必

要 な基礎的資質、基礎的能力 を備 えてい る層 と、それ

らを十分に備 え、 さらに高い職務遂行能力 を有す る層

とに分化す るものとした。

なお、職 の位置づけとしては、現行 の主幹級職 と教

諭職 との間に新たな階層組織 を設 けるのではな く、2

級職教諭等の85%の 中に既 に混在 している 「主任層」

と 「一般層」 との中の 「主任層」について、類型化 し

た分化 の基準に基づき、それ にふ さわ しい能力 を有す

ることを実証可能で適正な選考によ り分化 していくも

のであるとした。

また、「主任層」の選考 については、以下のことが基

準 となるよう検討すべ きであるとした。

・一定の経験 を積む過程 で培 われた知識や能力を、学

級担任、教科担任 として、本来の教員の主要な職務

である授業 を中心に発揮 している。

・学校教育全般 のあ り方 に関 して、広い視野に立った

力量を持 ってい る。
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・保護者 からの信頼 を得 る十分な社会性 を有す る。

・若手教員への助言、援助 など指導的役割が期待 され

ている。

・主幹 をサポー トす るなど、学校運営 に積極 的に参加

してい く意欲がある。

また、 「主任教諭」(仮 称)へ の昇任については、10

年経験者研 修でい う中堅段 階に求め られ る職責及び

能力に合致す るため、同研修受講 の時期に 「主任教諭」

(仮称)と しての職責を果 たせ る能力実証の選考を行

う制度構築 を図る必要があるとした。

さらに、「授業カ リー ダー」の取 り扱いについては、

複線型の任用制度 の導入 を視野に、「主任教諭」(仮称)

へ位置付 けてい くことを検討す る必要があるとした。

2)管 理職の職の分化

c.新 たな職の設置

新たな校長級等の職 を設置 した上で、困難度の高い

学校の校長 の職 について、 この新 たな 「職」 として指

定 し、新たな職(統 括校長(仮 称))に は、その困難 な

職 責を果 たせ るにふ さわ しい能力 の高い校長等 を任

用す る必要があるとした。

「統括校長(仮 称)」 への昇任 については、年齢 ・経

験年数等の資格基準を定め、業績評価等の選考を行 っ

た上で任用を行 うとともに、 「統括校長(仮 称)」 とし

ての重要 困難 な職責 に見合 う処遇 とす るよ う検討 の

必要があるとした。

なお、副校長 については、困難度が高い学校 につい

ては、複数配置 されているな ど一定の配慮 がな されて

いる為、職 の分化の対象 とは しないこととした。

a.新 たな職の基準となる「職責」(管理する学校の困難度) 3)1級 職 のあり方

・学校特性で困難度が高い と考え られ るもの

中等教育学校、小中一貫教育校、複数課程等併置校、

寄宿舎設置校、地域事情等で学校運営に克服すべ き

課題が生 じている学校 な ど

・学校規模で困難度が高い と考え られ るもの

実習助手及び寄宿舎指導員 については、現在 、それ

ぞれ の困難 の高い職務 を果 たす職 として、 「専修実習

助手」及び 「主任寄宿舎指導員」が配置 され、高等学

校教育職員給料表の2級 が適用 されている。

今後、その職務の困難度等 に鑑み、処遇 の在 り方に

ついて、適切に見直 しをしていく必要があるとした。

b.新 たな職の基準となる「能力」

経験豊富で、高い専門的知識 を有 し、若手管理職へ

の指導 ・助言や地域にお ける調整役 を担 うな ど、困難

度が高い職責を十分に果たす ことが出来る校長

IV.東 京都における給料表の一本化実施までの主な給与

制度及び任用制度改革の経緯

前章 までに述べて きた東京都 にお ける給与及び任

用制度 の主な改革の経緯 を表7に 示す。

【表7】 給与制度及び任用制度改革の経緯

年 法 規 等 機 関 等

1949年

(昭24)

【1月】教育公務員特例法 の制定

教員給与の基礎 となる法律

国
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教育公務員の職務 と責任の特殊性により、国家公務員

法(昭 和22年 制定)を 教員に適用す ることには支障

があることか ら、一部特例 を設 ける必要上制定

1950年 【12月】地方公務員法の制定 国

(昭25) 公立学校の教員は一般職の地方公務員に位置付けら

れ るとともに、教育公務員特例法についての所要の改

正が行われ、公立学校 の教員の給与の種類及びその額

は、当分の間、国立学校の教育公務員の給与の種類及

びその額 を基準 として定めるものとされた。

1954年 【1月】一般職 の職員の給与に関す る法律 の一部 を改正 国

(昭29) する法律の制定

教育職員の3本 建 て(大 学、高等学校、小 ・中学校)

俸給表が新設 され た。

1974年 【2.月】学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸 国

(昭49) 学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法施行

(以下 「人材確保法」)

○人事院は、昭和49年 を始 めとして、教員給与の改善 人事院

に関 し、数次にわた り勧告を行 う。

・第 一 次 給 与 改 善(1974 .1.1)

俸給月額の改善

・第 二 次 給 与 改 善(1975 .1.1)

俸給.月額の改善

教頭職の法制化に伴 う俸給表の改正

義務教育等教員特別手当(4%)の 新設

・第三次 給 与改 善(第 一 回分)(1977 .4.1)

教育業務連絡指導手当(主 任手当)の 新設

義務教育等教員特別手当の引き上げ(4%⇒6%)

・第三 次給 与改 善(第 二 回分)(1978 .4.1)

俸給月額の改善

義務教育等教員特別手当の引き上げ(最高月額の変

更)

教育業務連絡指導手当の支給対象の拡大

部活動手当の支給要件の緩和 など

2000年 【4.月】教育職員人事考課制度の導入 東京都教育委員会

(平12) ・能力開発型教員評価制度への転換

【4.月】教育 管理 職A・B選 考 の導入 東京都教育委員会

・二本立て(教 頭 ・指導主事)選 考を一本化

・管理職候補期 間中は、学校現場 と教育行政現場を

254StudiesinandonTeacherEducatiorエVoLla20196



教師教育研究 第12巻

ジ ョブ ・ローテ ンシ ョンす る

【7.月】東京都 における人事制度 の現状 と今後 の方向 東京都総務局

(発表)

職員の人事 ・給与制度の基本的方向を提示

・職務の権 限と責任 に応 じた処遇 の実現

・能力 ・業績主義の一層 の推進

2001年 【12月】公務員制度改革大綱が閣議決定 される 内閣

(平13) ・職務遂行能力に応 じた能力等級制度の導入

・職責、能力、業績 を反映 したインセンティブに富

んだ給与処遇の実現

な どに言及

2002年 【2月】今後の教員免許制度の在 り方について(答 申) 中央教育審議会

(平14) ・10年 経験者研修の実施 を提言

【3月】職員の給与の特例 に関す る条例 等 東京都議会定例会

(付帯決議)特 殊勤務手当については、社会経済情

勢 などを踏 まえ、都民の 目線 から精査 し、見直

しを行 うこ と。

【7月】東京都 における人事制度 の現状 と今後 の方向II 東京都総務局

・総人件費を抑制す る人事 ・給与構造の確立

2003年 【4月】主幹制度の創設 に伴 う給与制度の改正 「特2級 」 東京都教育委員会

(平15) 小 中学校 につい て は5年 間(2003年 度 ～2007年

度)、 高等学校及び盲 ・ろ う ・養護学校 については

7年 間(2003年 度～2009年 度)の 配置 計画 を作成

し、順 次 、主幹 の配 置 を行 う。

【6月 】特勤 条例 の 改正(2004年1.月1日 施行) 東京都議会定例会

・国準拠 で定められているもの及びそれに準ず るもの

以外の特殊勤務手 当について見直 し

【10月 】これか らの教員給与制度 について(第 一次報 教員の給与制度検討委員会

告) (第一次)

給与制度における見直しの視点

・年功型 の給与体系

・勤務実績に基づかない一律的処遇

・優遇的取 り扱いの必要性

・努力 し成果 をあげた教員 の処遇 な ど

2004年 【4月】国立学校の独立行政法人化に伴 う公立学校教員 国

(平16) の給与改正

【4月】東京都教育 ビジョン 東京都教育委員会

・今後の取 り組みを12の 方向とそれに基づ く33の 提
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言 としてま とめる

・学校教育の担い手である教員 の資質向上 を図る 【方

向6】

【10.月】人事制度及び勤務時間制度等 に関する報告 東京都人事委員会

(意見)

・普通昇給 と特別昇給 との二本立て制度 を廃止 し、査

定昇給制度 に一本化す ることに言及

【10月】職員 の給与に関す る報告 東京都人事委員会

・一律的 ・年功的な給与制度 を職責 ・能力 ・業績重視

の観点か ら見直す ことを検討

【12月】今後の行政改革の方針 閣議決定

2005年 【5月】給与構造の基本的見直 しについて(措 置案) 人事院

(平17) ・地域手当の新設

・一号俸 の4分 割

【6.月】骨太 の方 針2005 経済財政諮問会議

【7.月】給与構造の見直 しと新給与制度の検討方向につ 東京都人事委員会

いて

・勧告に向けての検討の方向を示す。

昇給幅の細分化、昇格制度の見直 し など

【7.月】任命権者の立場 から見直 しの基本的方 向を提示 東京都総務局

【8月】人事院勧告～行政 の専門集団を 目指 して～ 人事院

【50年ぶ りの抜本的な改革】

○年功的な給与上昇の抑制 と職務・職責に応 じた俸給

構造への転換

○勤務実績の給与への反映 など

・調整手当に替わる地域手当の新設

・昇給制度の改正を前提に した一号俸の4分 割

【8.月】これか らの教員給与制度 について(第 二次報告) 教員の給与制度検討委員会

給与制度の改革の方向性 (第二次)

・教員 の給与水準については、現状の形で維持するの

ではな く、行政職 とのバランス、優れた人材の確保 、

職責 ・能力 ・業績 を一層重視 した処遇な どを考慮 し

て検討 してい く必要がある。

・現行 の2級 職 について、職務の困難度や責任の度合

い等の実態、求 められる能力等の分析 を進 め、職の

あ り方を精査 し、職の分化 も含 めた検討 を行 ってい

く必 要 が ある。

・主幹 ・教育管理職 とい う単線系の任用体系に加 え、

256StudiesinandonTeacherEducatiorエVolla20196



教師教育研究 第12巻

専門的な位置付けによる複線系の任用体系につい

ても、必要 な職のあ り方の検証を進め、検討 してい

く必 要 が ある。

・給料表 の一本化 について検討 していく必要がある。

【10.月】中央教育審議会答 申 【新 しい義務教育を創造す 中央教育審議会

る】

・教員のキャ リアの複線化 の必要性 に触れ る

【10.月】人事委員会報告 【職員の給与に関す る報告(意 東京都人事委員会

見)】

・昨年度報告(時 代や状況 の変化に合わなくなってい

る諸手当や一律的 ・年功的な制度などを、職責 ・能力 ・

業績重視 の観点か ら見直す必要がある)を もとに、教

員給与の在 り方について、引き続 き検討 していく。

【11.月】財政制度等審議会建議 【平成18年 度予算の編 財政制度等審議会

成等に関する建議】

・人確法の廃止に向けた取 り組みの必要性に言及

・給与体系を、将来的には、より専門職的な給与カー

ブに改めてい くことを検討課題 としている。

【12月】今後 の教員養成 ・免許制度の在 り方について 中央教育審議会

(中問答 申)

・改革の具体的方策

①大学の教育課程の質的水準の向上

②教職大学院の創設

③教員免許更新制の導入 など

2006年 【1.月】教育改革のための重点行動計画 文部科学省

(平18) ① 教職員給与の見直し

② 「教職大学院」制度の創設

③ 「教員免許更新制」の導入

④ 教員評価の改善 ・充実

【3.月】これ か らの教員 選 考 ・任 用制 度 につ い て(報 告) 教員任用制度あ り方検討委

人事制度全般を一体的に検討 員 会(2005年9月 設 置)

1採 用選考のあ り方 を検討

・受験者数の拡大、優秀な人材の確保

・年齢構成の平準化

2管 理職選考等の在 り方を検討

・受験者数 の拡大、優秀な人材の確保 ・育成

・校種 間交流の促進

・教育管理職選考C〈 仮称〉の新設
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・年齢構成 の平準化

3指 導主事制度を検討

・指導主事の意識及び指導力の向上

・処遇 のあ り方

4主 幹級制度の検討

・配置計画の達成

・主幹の職 に関す る見直 し

5人 材育成 のあ り方 を検討

・研修 のあ り方の検討

・人事考課制度 のあ り方の検討

6新 しい職 の視点か らの任用制度の検討

・2級 職等の職の検討

・授 業力 リー ダー ・授 業カ スペ シャ リス トの職等 の

検討

・管理職層の職 を中心 に職のあ り方 を検証

・新たな任用制度を検討する組織の設置を提言

【4月】東京教師道場 の開設 東京都教育委員会

・授業力 リーダー として他 の教員 を指導できる レベル

の資質 ・能力 と、特定の教科等 における高い専門性を

育成

【6月】簡素で効率的な政府 を実現するための行政改革 国

の推進に関す る法律(以 下、行革推進法)の 施行

・教職員給与関連では、 「人確法の廃止 を含 めた見直

し、その他公立学校教職員の給与の在 り方 に関す る

検 討 を行 い、2006年 度 中に結論 を得 て、2008年

4月 を目途に必要 な措置を講ず るものとす る」と規

定 され た。

【7月】中央教育審議会答 申(今 後 の教員養成 ・免許制 中央教育審議会

度の在 り方について)

① 「教職大学院」制度の創設 と修 了者 の処遇

② 教員免許更新制の導入

【7.月】これか らの教員 の任用制度について～新たな職 教員の職のあ り方検討委員

の視点か ら～ 会(2006年4月 設置)

2007年 【1月】「東京都立学校の管理運営に関す る規則」を一部 東京都教育委員会

(平19) 改正 し、 「主任教諭」 と 「統括校長」の職 を新 しく設置

2008年 【10.月】平成20年 東京都人事委員会勧告 東京都人事委員会

(平20) ・給料表の一本化
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・新たな職(主 任教諭、統括校長)の 設置 な ど

2009年 【3月】「新たな人事制度の概要」 を教職員に配布 東京都教育庁人事部勤労課

(平21) 【4月】か ら、新制度実施 東京都教育庁人事部勤労課

・「主任教諭」 と 「統括校長」の任用を開始

・「教育職員給料表」や 「職務の級」の見直 し

・給料表の一本化

V.給 料表の一本化等の新しい制度の始動

前章までは東京都が、国準拠制の廃止や保護者の公

教育に対す る期待 の高ま りな どの、社会情勢の変化 に

適応 した給与及び任用の在 り方を、給与制度及び任用

制度の両面か ら検討 してきた ことを検証 した。 また、

そ の時々の制度 の基本 となる理念や社会情勢 を確認

してきた。 この章で は、そ の流れの 中で打 ち出 され

2009年 度か ら実施 された新制度 と、その根拠 となった

2008年 度人事委員会勧告にっいて触れたい と思 う。

1.平 成20年 人事 委 員会勧 告(2008年10月16日)(教

員の給 与:抜 粋)

1)給 料表の一本化

校種 によ り給与水 準 を異にす る合理 的理 由が認 め

られ ない ことから、現行の小学校 ・中学校教育職員給

料表 と高等学校等教育職員給料表 を廃止 し、 「教育職

給料表」を新設す る。

【参照】歴史的経緯(国 関係)

・三本建給与制 の実施(昭 和29年1月)

(根本理念)

大学、高等学校、小 ・中学校 それぞれ の教員の職

務 には、その複雑 さと責任 の度合いにおいて質的な

差異があ り、これを具体的に見れば、より上級の学

校の教員になればなるほ ど高度な研修 を要 し、職務

の遂行にはよ り困難度が加 わることになる。

・「今後 における学校教育の総合的な拡充整備 のた

めの基本施策について」

(昭和46年:中 央教育審議会が文部大臣に提出)

小 ・中学校 と高等学校で給与表 を異にす ることを

止め、学校種別 に関わらず、同一 にす ることを出来

るだけ速やかに実現す ることを求める。

・人材確保法(昭 和49年)

教員給与の改善に際 して、小 ・中学校教諭の うち

若年層の教諭の給与を、職域 によって格差 を設 けな

い こととす るのが適当であるとして、従来の格差を

縮小する改善が行われた。

・その後、数次の改定で両職域における給与差 は逐

次縮小 され、採用後10数 年 間特定の号俸 に至るま

では同額 とされ るまでになった。

一本化の基本理念

・教員の給料表については、在職者の学歴や免許制

度 に違いがあった ことな どの経緯 により、高等学校

等教育職員給料表を小学校 ・中学校教育職員給料表

より高い水準に設定 してきたが、既に一定号給まで

には校種問で差異がな く、初任給も同額 となってい

る。

・現在では、教員の職務 には校種 による差異は認め

られず、また校種問の学歴差は既になく、免許制度

も同一基準に改正 されてお り、校種によ り給料表を

異 にす る必要性は認 められない。

・中高一貫校の設置 などによる校種を超えた人事交

流や、民間からの校長への登用な ど、人事面でも新

たな状況が生 じてきてい る。

職責を反映 した給与 とす る観 点か ら、新給料表は、

職責による水準差を拡大 し、これまで以上に昇給カー
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ブ をフ ラ ッ ト化 した もの にす る。

2)職 の設置への対応

とが必要 で あ る と した。

2.2009年 度 から実 施された人事 ・給 与制度

【参照】

・東京都教育委員会は、学校 における諸課題 の組

織 的解決 を促進す るために、2007年 度 に 「東京都

立学校の管理運営 に関す る規則」を一部改正 し、

「主任教諭」 と 「統括校長」の職 を新たに設ける。

「主任教諭」の職は、職務の複雑 、困難及び責任の

度合いが一般 の教諭 と異なるため、新たな給料表にお

いて職務 の級 を分化することが適 当である とした。

「統括校長」の職は、一般の校長 との間に職務 の級

を新設するまでの差異は認 め られず、その職責や困難

度 を考慮 して手 当で措置す るこ とが適 当であ るとし

た。

主任手当は廃止。諸手 当についても新給料表に合わ

せて見直 しを行 うことが適 当であるとした。

1)主 任教諭の任用

主任教諭 は、特に高度 の知識又は経験 を必要 とする

教諭又は養護教諭の職であ り、以下のよ うな役割 を担

う。(図1)

・校務分掌な どにお ける学校運営上の重要な役割

・指導監督層である主幹教諭の補佐

・同僚や若手教員への助言 ・支援な ど指導的な役割

2)教 育職員給料表の一本化

教育職員給料表の一本化については、図2の とお り

とす る。

3)新 たな職務の級の設置

3)給 与構造 ・制度の改革に向けて

教育委員会においては、主任教諭選考を適切に実施

し、他の昇任選考についても制度 とその運用を再点検

す るな ど、新 たな任用 ・給与制度の定着に取 り組む ご

指導監督

新たな職務の級の設置については、図3の とお りと

す る。

統括校長 ・校長(6級)

副校長(5級)

指導監督

⇒
仁

支援 ・助言

君 1主幹教諭(4級)1 1主任教諭(3級)1 ⇒
仁

補佐 補佐

【図1】 学校組織における主任教諭等の役割 と職務の級

1教諭(2級)1

相 談 ・連絡 ・報 告

所属する学校 現行給料表

小学校 小学校 ・中学校

教育職員給料表中学校

中等教育学校 高等学校等

教育職員給料表高等学校

特別支援学校

[〉

新給料表

教育職給料表

【図2】 給料表の一本化
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現行給料表

主な役職 職務の級

校長 4級

副校長 3級

主幹教諭 特2級

教諭 2級

実習助手

寄宿舎指導員

1級

[〉

新給料表

主な役職 職務の級

統括校長 ※ 6級

校長

副校長 5級

主幹教諭 4級

主任教諭 3級

教諭 2級

実習助手

寄宿舎指導員

1級

※ 特に重要かつ困難 な職責 を担 う校長 の職である 「統括校長」の任用を開始。統括校長の リー

ダー シップのもと、学校や地域 の抱える教育課題 を積極的に解決 し、都全体及び地区全体の

教育力の向上 につ なげる。

【図3】 新たな職務の級

4)給 料表の切り替え(ポイント)

号給の切 り替 えは、原則 として、2009年3月31日

に受 けてい る給料月額 と同額 又は同額 を上回 る一番

近い額(以 下、「同額直近上位」とい う)と なる号給に

切 り替わる。

給料表の変更 に伴い職員の給料 月額 に不均衡が生 じ

ない ように次の調整 を行 う。

① 主任教諭の導入 に当た り、教諭 と主任教諭の職

責差を反映 させ るために、教諭 か ら主任教諭への

切替えは、2009年3.月31日 に受 けている給料.月

額に定額 を加算 した額 をもとに号給を切 り替える。

② 給料表の変更による職員 間の給料月額の逆転 を

防止す る為、主幹教諭の切替えについては、2009

年3月31日 に受 けている給料 月額に定額を加算

した額 をもとに号給を切 り替える。

2009年4.月1日 に主幹教諭 に昇任す る職員の

一部及び新2級 の適用 を受 ける職員(栄 養教諭
、

専修実習助手、主任寄宿舎指導員 を除 く)の 一部

については、2009年4.月1日 以後の昇給 日に昇

給の号給数 を調整(昇 給調整)す る。

③ 現在受けている給料が制度変更に伴い引き下が

ることに対 して配慮す るため、切替 え後の給料月

額がそれまでの給料 を下回 る職員 については、原

則 としてその差額に相当す る額 を給料 として支給

す る。(現 給保障)

5)給 与制度見直しに伴う諸手当等の改正

【表8】 諸手当等の改正

給料の調整額 教育職給料表への変更及び主任教諭の職務の級の設置に伴い、月額を改定

管理職手当 教職員給料表への変更及び統括校長の任用を踏まえて手当額を改定

へき地手 当 教育職給料表への変更及び主任教諭の職務の級の設置に伴い、へき地手当

の算定基礎となる給料の上限額を改定
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産業教育手当 教育職給料表への変更及び主任教諭の職務の級の設置に伴い、産業教育手

当の上限額を改定

定時制通信教育手当 教育職給料表への変更及び主任教諭の職務の級の設置に伴い、定時制通信

教育手当の上限額を改定

期末 ・勤勉手当の

職務段階別加算割合

現行 の経験年数による加算割合を見直 し、主任教諭の任用に合わせて、役

職殺階に応 じた加算割合に改定 「経過措置 あり」

退職手当の調整額区

分

退職手当の調整額について も、職務段階別加算制度の見直 しに伴い改正

小笠原業務手当の支

給区分

号給に応 じて定め られていた区分 を、職務の級 による区分に改正

教育業務連絡指導手

当

(主任手当)

2008年 度 を もっ て廃 止

義務教育等教員特別

手当

同手当に係 る国庫負担金の縮減が2009年1.月 か ら段階的に進 められ るこ

とを踏まえ、支給水準の引き下げを実施

V[.お わりに(検 討を振 り返って)

2004年4.月 、国立大学の独 立行政法人化に伴 う公

立学校教員の給与改定(国 準拠制の廃止)以 降、国は

年々改定のテンポを速めるとともに、各都道府県の

教員給与は各 自治体の政治状況や財政状況、教育課

題に よって独 自に改定がな されてきた。それは、給

与制度 と表裏一体の関係 にある任用制度の改正 とも

連動す るものであった。

このよ うな激動の時代 に、各 自治体が どのような

考 え方 に基づき給与制度や任用制度の制度設計 をし

ていったかを検証す ることは、 これか らの給与制度

や任用制度の方 向性 を捉 えてい く上の礎(基 礎 ・基

本)に なることだ と考え本研究に取 り組んだ。

調査対象 としては、他の 自治体に先駆けて任用制

度 ・給与制度 の改正に取 り組み、昭和46年 に中央教

育審議会が文部大臣に求 めた小 ・中学校 と高等学校等

の給料表の一本化 を平成21年 度か ら実施 した東京都

とした。

東京都教育委員会は、都 民の学校教育への期待に的

確に応 えてい くためには、教員一人ひ とりの意欲を引

き出す とともに、その資質 ・能力の一層の向上を図っ

てい くことが不可欠であると考 えていた。

そのためには、教員の職責 ・能力 ・業績 を、 より

適切に評価 し、処遇 に的確に反映 していく制度を構

築す る必要がある と考 え、給与 ・任用制度 の改革 に

他 自治体 に先駆 けて取 り組み、その結果着実に成果

を上げてきている。

一方
、今 回の研究を進 める中で、疑問点 もい くつ

か見 えてきた。一つ 目は、職務内容や職務 の困難度

を考慮 した職務 の級、給料額 の考え方が広 く教員 に

受 け入れ られ るか とい うことである。 あくまで も意

欲 ある教員への後方支援 のための給与改定であるこ

とを周知 させたい。 また、教員の中には、学校経営

に関心が薄 く一生 を通 して児童 ・生徒 の指導に直接

関わ りたい と希望する教員 も数多 くみ られる。教員

一人ひ とりの意欲喚起のためには
、給与改善だけで

はなく任用制度 の複線化 の更なる工夫が望まれる。

これ ら各種施策 の可否 については、今後の各種任用

試験の受験率が一つのバロメー ター になるとも考 え

られ る。
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二つ 目は、チーム としての評価 を、その構成員で

ある教員 の評価に どう反映 させ るかである。教育活

動の可否は教員一人ひ とりの専門職 としての力量に

負 うところが大 きいが、チーム として対応する場面

も数多 くある。また、各教員の教育活動は複雑 に絡

み合 っている。チーム として成果 を上 げている とき

に、教員 のコミュニティーを育成 ・支援 している管

理職や、コアメンバー として運営 に積極 的に関った

教員 だけでな く、構成員一人ひ とりを的確 に評価す

る方法 を考 えたい。

三っ 目は、研修制度 と任用制度 ・給与制度の整合

性についてである。東京都 の場合はかなり交通整理

がな されているよ うに感 じる。数多 くある研修 を、

育成指標 を基準にポイン ト制な どを導入 して、計画

的に実施す る制度設計を考えてみたい。

また、東京都独 自の給与 ・任用制度改革が、他の道

府県の給与 ・任用制度の改革 にどの ような影響 を及 ぼ

し、政策波及 してい くかについては今後注 目される と

ころである。本稿 では、東京都 の事例研究 にとどまっ

ているが、ここで明 らかになった諸要因が、今後、他

の自治体にどのよ うに波及 してい くかについては検討

の必要があ り、今後の課題 としたい。
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